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■現行計画からの主な変更内容 

変更のポイント 変更の理由、概要等 主な変更箇所 

①第２次南丹市総合振興計画との整合 
南丹市のまちづくりの最上位計画である総合振興計画が改訂されたため、総合振興計画の将来都市像や都市づくりの

目標を反映 
第２章 将来目標の設定 １．将来都市像（改訂案ｐ19） 

 

旧 （現行計画） 新 （改訂案（赤文字：追加・変更）） 

  

  

ポイント① 

ポイント① 

ポイント① 
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変更のポイント 変更の理由、概要等 主な変更箇所 

②吉富駅西地区の土地利用の見直し 
土地区画整理事業も含めて、あらゆる開発手法について検討し、積極的に土地利用を図ることができる状況にするた

め、土地利用の方針、ゾーニングを修正し、市街地居住ゾーンと産業振興ゾーンの混在地域を設定 

第３章 まちづくりの基本方針 １．土地利用の方針 

（２）主要な土地利用の配置の方針（改訂案ｐ31） 
③市街化区域内のゾーニングの変更 

用途地域の規制を緩和し、店舗や事務所等の適正な配置を図る沿道サービスゾーンについて、交通利便性、想定される

通過交通の視点から再検討 

吉富駅周辺および八木町南広瀬・大藪地域は、産業振興を図るエリアとして、交通利便性を活かした工業・流通サービ

ス系の施設の立地を誘導するため、産業振興ゾーンに変更 
 

旧 （現行計画） 新 （改訂案（赤文字：追加・変更）） 

  

ポイント② 

ポイント③ 
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変更のポイント 変更の理由、概要等 主な変更箇所 

④新たな土地利用を検討する地域（計画

的開発検討ゾーン）の見直し 
市街化調整区域の中で、計画的に新たな開発を誘導することにより地域活力の向上に寄与すると見込まれる地域とし

て、企業誘致適地調査の候補地である「八木東ＩＣ周辺地区」、「園部町城南町地区」を追加 

第３章 まちづくりの基本方針 １．土地利用の方針 

（２）主要な土地利用の配置の方針（改訂案ｐ32） 

 

旧 （現行計画） 新 （改訂案（赤文字：追加・変更）） 

  

  

ポイント④ 
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変更のポイント 主な変更箇所 

②吉富駅西地区の土地利用の見直し、③市街化区域内のゾーニングの変更、④新たな土地利用を検討する地域（計画的開発検討ゾーン）の見直し 
第３章 まちづくりの基本方針 １．土地利用の方針 
（２）主要な土地利用の配置の方針（改訂案ｐ37） 

 

旧 （現行計画） 新 （改訂案） 

  

  

土地区画整理事業も含め
て、あらゆる開発手法につ
いて検討し、積極的に土地
利用を図るため、市街地居
住ゾーンと産業振興ゾーン
の混在地域を設定 

八木東ＩＣ付近、国道 477
号バイパス周辺の街区は、
高い交通利便性、通過交通
が見込めるため、沿道サー
ビスゾーンに追加 

ポイント③ 

ポイント② 

土地区画整理事業も含め
て、あらゆる開発手法につ
いて検討し、積極的に土地
利用を図るため、市街地居
住ゾーンと産業振興ゾーン
の混在地域を設定 

吉富駅周辺および八木町南
広瀬・大藪地域は、産業振
興を図るエリアとして、交
通利便性を活かした工業・
流通サービス系の施設の立
地を誘導するため、産業振
興ゾーンに変更 

ポイント④ 

企業誘致適地調査の候補地
である園部町城南町地区を
追加 

企業誘致適地調査の候補地
である園部町城南町地区を
追加 

ポイント④ 

企業誘致適地調査の候補地
である八木東ＩＣ周辺地区
を追加 

企業誘致適地調査の候補地
である八木東ＩＣ周辺地区
を追加 
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変更のポイント 変更の理由、概要等 主な変更箇所 

⑤市街化調整区域での企業誘致におけ

る地区計画の活用の追加 
企業誘致については、迅速かつ柔軟な対応が必要となるため、即時性を求められる場合は、市街化区域編入を前提に、

市街化調整区域での地区計画を活用していくことを明記 

第３章 まちづくりの基本方針 １．土地利用の方針 

（３）実現に向けた土地利用の整備・誘導方策（改訂案ｐ34） 

 

旧 （現行計画） 新 （改訂案（赤文字：追加・変更）） 

  

  

ポイント⑤ 
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変更のポイント 変更の理由、概要等 主な変更箇所 

⑥八木市街地の環状型公共交通サービ

スの検討の追加 
八木市街地の生活利便性向上を図るため、環状型バス路線の検討を追加 

第５章 都市計画区域におけるまちづくりの実現化に向けて 

２．都市計画によるまちづくりのシナリオ 

（１）市街化区域およびその周辺のまちづくりの基本方針（改訂案ｐ95・97） 

 

旧 （現行計画） 新 （改訂案（赤文字：追加・変更）） 

  

 

ポイント⑥ 

ポイント⑥ 

八木市街地の環状型
公共交通サービスの
検討の追加 

八木市街地の環状型
公共交通サービスの
検討の追加 

八木市街地の環状型
公共交通サービスの
検討の追加 

八木市街地の環状型
公共交通サービスの
検討の追加 

■市街化区域およびその周辺のまちづくりの基本方針図 ■市街化区域およびその周辺のまちづくりの基本方針図 


